
申　込　岐阜県宅地建物取引業協会飛驒支部
問合先　　36-1396

お
し
ら
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●司法書士無料法律相談
司法書士会高山支部による法律相談所
期日　10月15日㈯
時間　午後１時～５時
場所　市民文化会館（昭和町１）
申込方法　事前に
申　込　岐阜県司法書士会事務局
問合先　　058-248-1715

●不動産無料相談
宅建協会飛驒支部による相談所
期日　10月11日㈫
時間　午後１時～３時
場所　宅建協会飛驒支部事務所（総和町２）
申込方法　直接会場へ
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10月は土地月間です

高根支所
（高根町上ヶ洞）

ピュア高山
（西之一色町３）

久美愛厚生病院
（大新町５）

公設地方卸売市場
（問屋町）

一之宮支所
（一之宮町）

9:00～12:00

13:30～16:00

13:00～16:30

9:00～12:00

13:30～16:00

7㈮

24㈪

25㈫

【10月の献血】

●メーター器の上に物を置かないでください。
　検針にご協力をお願いします。

●10月前半のケーブルテレビ番組（主なもの）●

※ケーブルテレビでは、このほかにもいろいろな番組を放送しています。ぜひご覧ください。

●届出が必要となる土地の面積

わがまち再発見

番　組　名 放　送　内　容

○月水金　8：30～  14：00～  20：00～  23：30～
○火木　　7：30～  15：30～  19：00～  22：00～
○土日　　6：30～  12：30～  18：00～  22：30～

○月水金　7：00～  12：30～  20：30～  23：00～
○火木　　7：00～  12：00～  19：30～  21：30～
○土日　　11：30～  18：30～  22：00～

ハイ！ 市役所です

高山と越前のかけはし（前編） 
～金森家安住の地  越前市白崎～ 

ハイ市長です、ハイ副市長です　ほか

問合先　秘書課
　　　　　35-3130

また、始業前の時間も市役所の市長室を「市民と市長の対
話の場」として開放しています。お気軽にお越しください。

●開放時間／午前７時すぎから８時30分まで
＊出張や特別な行事がある場合を除きます（月～金曜日）。

市長室へようこそ市長室へようこそ
10月12日（水）
午後１時～４時30分
※事前にご予約ください

●市長室直通FAX 32-7000

○市民と市長の
　面談日

問合先 飛驒振興局振興課　　33-1111
都市整備課　　　　　35-3159

水道工事当番店〔10月〕問合先  上水道課 　35-3149
高山地域 国府地域 上宝・奥飛驒温泉郷地域

10
月
中 

土
日
祝

期日 指定工事事業者 電　話 期日 指定工事事業者 電　話 期日 指定工事事業者 電　話

朝日・高根地域 久々野地域
期日 指定工事事業者 電　話 期日 指定工事事業者 電　話

その他支所地域

丹生川支所／㈲こがいと設備
一之宮支所／㈲川原設備
清見支所／㈲橋詰設備
　　　　　㈲梅地土建
荘川支所／㈲奥美濃設備
　　　　　㈲橋詰設備

78-1552
53-2043
68-2109
68-2614
05769-2-2460
68-2109

期日 指定工事事業者 電　話

1㈯
2㈰
8㈯
9㈰
10㈷
15㈯
16㈰
22㈯
23㈰
29㈯
30㈰

飛驒冷凍空調㈱
㈱伊千呂
高山米穀協業組合
高橋建設㈱
㈱神高高山営業所
平和プロパン瓦斯㈱
㈱洞口設備工業
橋戸水道工業所
㈲桜本配管工事店
㈱岩佐工業所
㈱蜘手製材所

33-8212
33-0222
32-3104
33-6800
33-0369
34-2150
32-1316
32-3481
32-5555
33-5588
33-3000

1㈯
2㈰
8㈯
9㈰
10㈷
15㈯
16㈰
22㈯
23㈰
29㈯
30㈰

㈲下形設備

㈲森本配管工事店

吉本設備㈲

㈲八賀設備

㈲上西技研

72-3009

72-3067

72-3323

72-2939

72-2285

1㈯
2㈰
8㈯
9㈰
10㈷
15㈯
16㈰
22㈯
23㈰
29㈯
30㈰

㈲大下工業所

㈲大下設備工業

㈲中本設備

㈲大下工業所

㈲大下設備工業

0578-86-2331

0578-86-2413

0578-86-2606

0578-86-2331

0578-86-2413

1㈯
2㈰
8㈯
9㈰
10㈷
15㈯
16㈰
22㈯
23㈰
29㈯
30㈰

㈲大道石油

㈲朝日電気工事商会

55-3074

55-3061

1㈯
2㈰
8㈯
9㈰
10㈷
15㈯
16㈰
22㈯
23㈰
29㈯
30㈰

㈲山本商会

㈲洞口住設

アクシス

52-3131

52-3284

52-0020

　土地の適正取引を図るため国土利用計
画法では、一定面積以上の大規模な土地売
買などの契約を行った場合には、契約日か
ら２週間以内に土地の所在する市町村に
届け出を行う必要があります。
　個々の取引面積は小さくても、権利取得
者が取得した土地の面積合計が届出対象
面積以上になると、一団の土地取引は届出
が必要になります。

市街化区域
市街化区域を除く都市
計画区域
都市計画区域外の区域

2,000㎡以上

5,000㎡以上

10,000㎡以上
※高山市では、高山地域が5,000㎡以上、それ以外
の地域は10,000㎡以上の場合に該当します。

場　所時　間期日

2011.10.1

22「みんなの市民活動」毎週水曜日　午前11時30分からヒッツＦＭで放送中


